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第４８８回今別町議会定例会会議録（第１号） 

                                         

 第１日（１１月３０日） 

                                         

 出席議員 ６名 

    １番  本 間 闘 士  君    ３番  田 中 哲 也  君 

    ４番  小 倉 潤 二  君    ５番  成 田 精 市  君 

    ６番  本 郷 良 克  君    ７番  福 士 和比古  君 

                                         

 欠席議員 なし 

                                         

 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  阿 部 義 治  君 

教 育 長  佐 藤 泰 仁  君 

会 計 管 理 者 

税 務 会 計 課 長 
 奥 崎   匠  君 

参事・総務企画課長  太 田 和 泉  君 

町 民 福 祉 課 長  山 﨑 真 直  君 

産 業 建 設 課 長  阿 部   聖  君 

教 育 課 長  遠 田 剛 洋  君 

副参事・総務企画課 

課 長 補 佐 
 相 内   譲  君 

総務企画課課長補佐  阿 部 真紀子  君 

副参事・産業建設課 

課 長 補 佐 
 田 中   譲  君 

町民福祉課課長補佐  成 田 秀 和  君 

代 表 監 査 委 員  田 中 裕 文  君 

                                         

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  佐 渡 慶 剛  君 

事 務 補 助 員  平 山 良 子  君 
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 議事日程 

 第１ 会期の決定 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 議案の一括上程（提案理由の説明） 

 第４ 議案審議 
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     午前１０時００分 開会 

○議長（本郷良克君） おはようございます。 

  本会議に入る前に、傍聴される方に連絡事項があります。傍聴人は次のことをお守り

ください。 

  私語など会議の妨害になることは慎んでください。写真撮影、音声の録音はしないで

ください。携帯電話の電源はお切りください。その他、会議の妨害になるような行為を

した場合、今別町議会傍聴人規則第11条の規定により退場を命ずることがありますので、

ご了承ください。 

  これで連絡事項を終わります。 

  ただいまより第488回今別町議会定例会を開会いたします。 

  ただいまの出席議員は６名であります。よって、本定例会は成立いたします。 

                                         

     日程第１ 会期の決定 

○議長（本郷良克君） 会期について議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期につきましては、議会運営委員会において、本日から

12月５日までの６日間といたしました。これにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって会期は６日間と決定いたします。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に通知いたしました案のとおりであ

りますので、ご了承願います。 

                                         

     日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（本郷良克君） 会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により 

   ７番  福士和比古  議員 

   １番  本間 闘士  議員 

 を指名いたします。 

  次に、諸報告をいたします。 

  監査委員から、令和５年10月分例月出納検査の報告がありましたので、写しをお手元

に配付しておきましたから、ご了承願います。 
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  次に、両常任委員会より視察研修の報告をいたします。 

  総務文教常任委員長より視察研修の報告を求めます。成田委員長。 

○総務文教常任委員長（成田精市君） おはようございます。 

  総務文教常任委員会より合同視察研修のご報告を申し上げます。 

  秋保温泉のある秋保町は、震災当時、飲食店や観光施設がほとんどなく発展途上の町

でした。そこに、千葉氏がアキウツーリズムファクトリーという会社を立ち上げ、築160

年の古民家を改装しレストラン（アキウ舎）を始めます。次第に観光客も増え、カフェ、

飲食店が続々とオープンし、現在は40店舗以上の飲食店が秋保の町を盛り上げています。

また、アキウ舎には、地域おこし協力隊員２名が常駐し、地域の情報発信やイベントの

サポート並びに農業観光の振興を主軸とした取組が行われております。今回の視察研修

の窓口となり、対応してくれました。 

  特に、震災前１軒しかなかったワイナリーが津波により甚大な被害を受けましたが、

奇跡的に残った３本のブドウの木を基に毛利氏がワイナリーを立ち上げました。もとも

と設計事務所に勤めていた氏は、一からワイン造りを学び醸造するまでになりました。

しかし、ここまでの道のりは苦難の連続であったと聞いております。さらに氏は、ワイ

ン造りで担い手を育成し地域振興にも取り組んでおり、異業種との連携や研修生の受入

れなど幅広い活動が評価されています。 

  最近では、テロワールとマリアージュを掛け合わせ、テロワージュという造語をつく

り、東北全体を盛り上げようと奮闘している現状でありました。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（本郷良克君） 次に、産業建設常任委員長より視察研修の報告を求めます。小倉

委員長。 

○産業建設常任委員長（小倉潤二君） 改めて、おはようございます。 

  それでは、産業建設常任委員会からウニ・ナマコ陸上養殖の合同視察研修報告をいた

します。 

  震災により大きな被害を受けた南三陸町は、被災後、人口の減少・労働者不足・住民

の高齢化による地域産業の衰退が課題でありました。加えて、キタムラサキウニの異常

繁殖により磯焼けが深刻化したため、同町の株式会社ケーエスフーズは、農林水産業み

らい基金を活用し約１億円をかけ陸上でのウニとナマコの養殖を始めました。どちらも

３年から４年ぐらいで出荷できる程度に成長させた後、出荷されます。餌にするのは、
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同社が加工食品を製造する過程で残るワカメや昆布、その他キャベツなど。同じ水槽の

上のほうではウニを、底のほうではウニのふんも餌にしてナマコを養殖していました。

しかし、昨年の大雨で屋外の養殖施設の塩分濃度が低下し、約８割のウニを死滅させて

しまいました。さらには今年の夏の異常高温により海水温度が上昇し、これまた約８割

のウニを死滅させてしまいました。同社はこれにめげずに、試行錯誤しながら陸上養殖

のウニを出荷するという強い意思の下、日夜努力している状況を視察してまいりました。 

  ちなみに、農林水産業みらい基金は９割の補助金で、今現在の今別の海でもサーモン

の養殖を手がけるオカムラ食品も活用している補助金制度です。 

  以上、報告終わります。 

○議長（本郷良克君） 以上、報告を終わります。 

                                         

     日程第３ 議案の一括上程（提案理由の説明） 

○議長（本郷良克君） 議案を一括上程いたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（阿部義治君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、ここに第488回今別町議会定例会を開催するに当たりまして、議員の皆様には何

かとご多用の中ご参集を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。 

  今年も残すところあと１か月あまりとなりましたが、振り返りますと今年の夏は大雨

被害を免れたものの異常気象ともいえる猛暑で、今別町においては観測史上最高を記録

しました。また、各種行事、イベントは新型コロナウイルス感染症の第５類への引下げ

もあり４年ぶりに通常開催され、町に活気が戻ったと実感しております。 

  さて、年末も近づく各種事務事業の取組について進捗状況や予算の執行状況を確認、

点検し、事業の完結を目指す時期となりました。現在、各部署においては新年度の予算

編成に取り組んでおりますが、今年度の事業を検証し安易に前年度並みとする計画では

なく、来年度策定する町総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略などを念頭に置き、

先を見据えた予算づくりに取り組むこととしております。職員の創意工夫はもちろんの

こと、議員各位からも積極的な提言をいただき、地域が一体となり取り組むことができ

ればと願っているところであります。 

  それでは、今定例会に提案しました議案について、その概要を申し上げます。 

     〔提案理由説明〕 
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     日程第４ 議案審議 

○議長（本郷良克君） 議案第１号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。阿部真紀子課長補佐。 

○総務企画課課長補佐（阿部真紀子君） 

   〔議案第１号 今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第１号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第１号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第１号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第１号は原案どおり可決されました。 

  議案第２号を議題に供します。 

  事務局の説明を求めます。阿部真紀子課長補佐。 

○総務企画課課長補佐（阿部真紀子君） 

   〔議案第２号 今別町特別職の職員の給与条例の一部を改正する条例について説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第２号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第２号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第２号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第２号は原案どおり可決されました。 

  議案第３号を議題に供します。 

  事務局の説明を求めます。阿部真紀子課長補佐。 

○総務企画課課長補佐（阿部真紀子君） 

   〔議案第３号 今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第３号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第３号の質疑を打ち切ります。 
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  お諮りします。議案第３号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第３号は原案どおり可決されました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

     午前１０時２９分 散会 

 


